
1

公立大学法人県立広島大学定款

目次

第１章 総則（第１条－第７条）

第２章 役員等

第１節 役員（第８条－第１２条）

第２節 役員会（第１３条－第１６条）

第１章 審議機関

第１節 経営審議会（第１７条－第２０条）

第２節 教育研究審議会（第２１条－第２４条）

第１章 業務の範囲及びその執行（第２５条・第２６条）

第２章 資本金等（第２７条・第２８条）

第３章 委任（第２９条）

　附則

第１章　総則

（目的）

第１条　この公立大学法人は，大学を設置し，及び管理することにより，地域に貢献する知

の創造，応用及び蓄積を図る知的活動の拠点として，主体的に考え，行動し，地域社会で

活躍できる実践力のある人材を育成するとともに，地域に根ざした高度な研究を行い，も

って地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（名称）

第２条　この公立大学法人の名称は，公立大学法人県立広島大学（以下「法人」という。）と

する。

（大学の設置）

第３条　法人は，第１条の目的を達成するため，県立広島大学（以下「県立大学」という。）

を広島市南区宇品東一丁目に設置する。

（設立団体）

第４条　法人の設立団体は，広島県とする。

（事務所の所在地）

第５条　法人は，事務所を広島市南区宇品東一丁目に置く。

（法人の種別）

第６条　法人は，特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

（公告の方法）

第７条　法人の公告は，広島県報に登載して行う。

第２章　役員等

　　　　第１節　役員

（定数）

第８条　法人に，役員として，理事長１人，理事５人以内及び監事２人を置く。

資料６
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２　法人に，副理事長を置かないものとする。

（職務及び権限）

第９条　理事長は，法人を代表し，その業務を総理する。

２　理事長は，第１６条各号に掲げる事項について決定しようとするときは，第１３条に規

定する役員会の議を経なければならない。

３　理事は，理事長の定めるところにより，理事長を補佐して法人の業務を掌理し，理事長

に事故があるときはその職務を代理し，理事長が欠員のときはその職務を行う。

４　監事は，法人の業務を監査する。

５　監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，理事長又は広島県知事（以

下「知事」という。）に意見を提出することができる。

（理事長の任命等）

第１０条　理事長の任命は，法人の申出に基づき，知事が行う。

２　理事長は，県立大学の学長となるものとする。

３　第１項の申出は，学長となる理事長を選考するため法人に設置される機関（以下「理事

長選考会議」という。）の選考に基づき行う。

４　理事長選考会議は，次に掲げる委員各３人で構成する。

(1) 第１７条第１項に規定する経営審議会を構成する者のうちから当該経営審議会に

おいて選出された者

(2) 第２１条第１項に規定する教育研究審議会を構成する者のうちから当該教育研究

審議会において選出された者

５　前項第１号に該当する委員のうち１人以上は第１７条第２項第３号に掲げる者とし，前

項第２号に該当する委員のうち１人以上は第２１条第２項第５号に掲げる者とする。

６　理事長は，理事長選考会議の委員となることができない。

７　理事長選考会議に議長を置き，委員の互選によってこれを定める。

８　議長は，理事長選考会議を主宰する。

９　第４項から前項までに定めるもののほか，理事長選考会議の議事の手続その他理事長選

考会議に関し必要な事項は，議長が理事長選考会議に諮って定める。

（理事及び監事の任命）

第１１条　理事は，理事長が任命する。

２　理事長は，理事の任命に当たっては，その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が

含まれるようにしなければならない。

３　監事は，知事が任命する。

（役員の任期）

第１２条　学長となる理事長の任期は，２年以上６年を超えない範囲内において，理事長選

考会議の議を経て，法人の規程で定める。

２　理事の任期は，６年を超えない範囲内において理事長が定める。

３　監事の任期は，２年とする。ただし，補欠の監事の任期は，前任者の残任期間とする。

４　役員は，再任されることができる。この場合において，理事がその最初の任命の際現に
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法人の役員又は職員でなかったときの前条第２項及び第１７条第３項の規定の適用につ

いては，その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。

第２節　役員会

　（設置及び構成）

第１３条　法人に役員会を置き，理事長及び理事で構成する。

　（招集）

第１４条　役員会は，理事長が招集する。

２　理事長は，理事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは，

役員会を招集しなければならない。

（議事）

第１５条　役員会に議長を置き，理事長をもって充てる。

２　議長は，役員会を主宰する。

３　役員会は，構成員の過半数が出席しなければ成立しない。

４　役員会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。

５　監事は，役員会において意見を述べることができる。

（役員会の議を経る事項）

第１６条　次に掲げる事項は，役員会の議を経なければならない。

(1) 中期目標についての知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項

(2) 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）により知事の認可又は承認を受

けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学，学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか，役員会が定める重要事項

第３章　審議機関

　　　　第１節　経営審議会

（設置及び構成）

第１７条　法人の経営に関する重要事項を審議するため，法人に経営審議会を置く。

２　経営審議会は，次に掲げる委員で構成する。

(1) 理事長

(2) 理事長が指名する理事

(3) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうち

から，理事長が任命する者

３　前項第２号（任命の際現に法人の役員又は職員でない者に限る。）及び第３号の委員の数

の合計は，委員の総数の２分の１以上とする。

４　委員の任期は，２年とする。ただし，第２項第１号及び第２号に掲げる委員については，

当該職の任期とする。
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５　補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

６　委員は，再任されることができる。

（招集）

第１８条　経営審議会は，理事長が招集する。

２　理事長は，経営審議会の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面を

付して要求があったときは，経営審議会を招集しなければならない。

（議事）

第１９条　経営審議会に議長を置き，理事長をもって充てる。

２　議長は，経営審議会を主宰する。

３　経営審議会は，委員の過半数が出席しなければ成立しない。

４　経営審議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。

（審議事項）

第２０条　経営審議会は，次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち，法人の経営に関

するもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，法人の経営に関するもの

(3) 学則（法人の経営に関する部分に限る。），会計規程，役員に対する報酬及び退職手

当の支給の基準，職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規

程の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 人事の方針に関する事項のうち，法人の経営に関するもの

(6) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(7) その他法人の経営に関する重要事項

　　　　第２節　教育研究審議会

（設置及び構成）

第２１条　県立大学の教育研究に関する重要事項を審議するため，法人に教育研究審議会を

置く。

２　教育研究審議会は，次に掲げる委員で構成する。

(1) 学長となる理事長（以下この節において「理事長」という。）

(2) 理事長が指名する理事

(3) 理事長が定める学部，研究科その他の教育研究上の重要な組織の長

(4) 理事長が指名する職員

(5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうち

から，理事長が任命する者

３　委員の任期は２年とする。ただし，前項第１号から第３号までに掲げる委員については，

当該職の任期とする。
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４　補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

５　委員は，再任されることができる。

（招集）

第２２条　教育研究審議会は，理事長が招集する。

２　理事長は，教育研究審議会の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書

面を付して要求があったときは，教育研究審議会を招集しなければならない。

（議事）

第２３条　教育研究審議会に議長を置き，理事長をもって充てる。

２　議長は，教育研究審議会を主宰する。

３　教育研究審議会は，委員の過半数が出席しなければ成立しない。

４　教育研究審議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。

（審議事項）

第２４条　教育研究審議会は，次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち，教育研究に関す

るもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，教育研究に関するもの

(3) 学則（法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規程の制

定又は改廃に関するもの

(4) 人事の方針に関する事項のうち，教育研究に関するもの

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修業等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に

関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他県立大学の教育研究に関する重要事項

第４章　業務の範囲及びその執行

（業務の範囲）

第２５条　法人は，次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し，これを運営すること。

(2) 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこ

と。

(3) 法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以

外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 県立大学における教育研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。

(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

（業務方法書）
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第２６条　法人の業務の執行に関し必要な事項は，この定款に定めるもののほか，業務方法

書の定めるところによる。

第５章　資本金等

（資本金）

第２７条　法人の資本金については，別表に掲げる資産を広島県が出資するものとし，当該

資本金の額は，当該資産について，出資の日における時価を基準として広島県が評価した

価額の合計額とする。

（解散に伴う残余財産の帰属）

第２８条　法人は，解散した場合において，その債務を弁済してなお残余財産があるときは，

これを広島県に帰属させる。

第６章　委任

（委任）

第２９条　法人の運営に関し必要な事項は，この定款及び業務方法書に定めるもののほか，

法人の規程に定めるところによる。

　　　附　則

（施行期日）

１　この定款は，法人の成立の日から施行する。

（経過措置）

２　法人は，第３条に規定するもののほか，この定款の施行の日の前日において，次表上欄

に掲げる大学に在学する者が当該大学を卒業するために必要であった教育課程の履修を

行うことができるようにするため，それぞれ同表中欄に掲げる大学（以下「旧大学」とい

う。）を設置し，その位置は同表下欄に掲げるとおりとする。

県立広島大学設置及び管理条例（平成１６年広島県

条例第３９号）による廃止前の広島県大学設置及び

管理条例（昭和３９年広島県条例第３３号。以下「旧

条例」という。）第２条に規定する広島県立大学

広島県立大学 庄原市七塚

町

旧条例第２条に規定する県立広島女子大学 県立広島女子大学 広島市南区

宇品東一丁

目

旧条例第２条に規定する広島県立保健福祉大学 広島県立保健福祉大学 三原市学園

町

３　前項の規定により法人が設置する旧大学は，同項に規定する者が当該旧大学に在学しな

くなる日において，廃止するものとする。

４　理事長は，旧大学の学長となるものとする。

５　第１０条第３項に規定するもののほか，法人に旧大学ごとに理事長選考会議を置く。

６　附則第３項の規定により旧大学が廃止される日までの間（以下「旧大学存続期間」とい

う。）において，学長となる理事長の任命に係る法人の申出は，第１０条第３項の規定に

かかわらず，同項及び前項に規定する理事長選考会議の選考に基づき行う。この場合にお

いて，これらの理事長選考会議の選考の結果が一致しないときは，当該申出は，各理事長
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選考会議の代表者で構成する会議（以下「代表者会議」という。）の選考に基づき行う。

７　代表者会議は，第１０条第３項及び附則第５項に規定する理事長選考会議を構成する者

のうちから当該理事長選考会議において選出された者で構成する。

８　前項の規定により各理事長選考会議から選出される者の数は，それぞれ１人とする。

９　第１０条第４項から第９項までの規定は，附則第５項に規定する理事長選考会議につい

て準用する。この場合において，第１０条第４項及び第６項から第９項までの規定中「理

事長選考会議」とあるのは「附則第５項に規定する理事長選考会議」と，同条第４項第２

号中「第２１条第１項」とあるのは「附則第１３項」と，同条第５項中「第１７条第２項

第３号に掲げる者とし，前項第２号に該当する委員のうち１人以上は第２１条第２項第５

号に掲げる者」とあるのは「第１７条第２項第３号に掲げる者」と読み替えるものとする。

１０　第１０条第７項及び第８項の規定は，代表者会議について準用する。この場合におい

て，これらの規定中「理事長選考会議」とあるのは「代表者会議」と，同条第７項中「委

員」とあるのは「附則第７項の規定により各理事長選考会議から選出された者」と読み替

えるものとする。

１１　附則第７項及び第８項並びに前項に定めるもののほか，代表者会議の議事の手続その

他代表者会議に関し必要な事項は，議長が代表者会議に諮って定める。

１２　旧大学存続期間において，学長となる理事長の任期は，第１２条第１項の規定にかか

わらず，２年以上６年を超えない範囲内において，第１０条第３項及び附則第５項に規定

する理事長選考会議の議を経て，法人の規程で定める。この場合において，これらの理事

長選考会議の議の結果が一致しないときは，当該任期は，代表者会議の議を経て，法人の

規程で定める。

１３　第２１条第１項に規定するもののほか，法人に旧大学ごとに当該旧大学の教育研究に

関する重要事項を審議する機関として，教育研究審議会を置く。

１４　第２１条第２項（第５号を除く。）から第５項までの規定及び第２２条から第２４条ま

での規定は，前項に規定する教育研究審議会について準用する。この場合において，第２

４条第９号中「県立大学」とあるのは，「当該旧大学」と読み替えるものとする。

　（最初の理事長の任命の特例等）

１５　第１０条第１項の規定にかかわらず，法人の成立後最初の理事長の任命については，

知事が行う。

１６　第１２条第１項及び附則第１２項の規定にかかわらず，法人が設置する大学の設置後

最初の学長となる理事長の任期は，４年とする。

別表（第２７条関係）

資産の種別 所　在　地 面積（平方メートル）

土　地 広島市南区宇品東一丁目７１０番２ ２２，５０３．００

土　地 広島市南区楠那町２０４番１ １３，８７２．００

土　地 三原市学園町１番１ ４５，５５６．００

土　地 三原市新倉町２８６番２ ８３９．００

土　地 三原市新倉町２８６番４ ２２２．００
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土　地 三原市新倉町２９７番３ ３８０．００

土　地 三原市新倉町２２４番４ １３９．００

土　地 三原市新倉町１番２ １５．００

土　地 三原市宮浦六丁目２５２５番２ １，００３．００


